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■はじめに

石綿は、天然にできた鉱物繊維で、熱に強く摩擦にも強い、酸やアルカリにも強い

など、丈夫で変化しにくいという特性を持っています。しかし、目に見えないくらい

細い繊維のため、気づかないうちに吸い込むと肺がんや中皮腫などの病気を引き起こ

し、健康に悪影響を及ぼすおそれがあります。

中でも吹付け石綿等は、おおむね昭和３０年頃から昭和５５年頃に、鉄骨の梁、柱

や空調機械室などに使用され、石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材につい

ても、平成３年頃まで鉄骨の梁等に使用されたものと考えられています。これらの建

築物等の多くは築後３０～４０年程度を経過し、今後、建替えによる解体等が増加す

ることが予想され、そのような場所では石綿が飛散することも考えられることから、

石綿飛散防止対策の徹底を図る必要があります。

このため、大気汚染防止法に基づき、特定粉じん（石綿）が排出される作業を伴う

エ事を施エしようとする者は、石綿の使用状況の事前調査を行い、一定の要件に該当

する場合は都道府県知事等への届出、及び飛散防止対策をとる必要があります。

大気汚染防止法に基づく石綿飛散防止対策のフロー図１
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■大気汚染防止法の改正の概要について

１趣旨

第１６４回国会において「石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染

防止法等の一部を改正する法律」が可決、成立し、平成１８年２月１０日に公布さ

れ、大気汚染防止法の改正に係る部分が平成１８年１０月１日から施行されていま

す。

今回の法改正は、石綿の飛散等による人の健康又は生活環境に係る被害を防止す

るため、石綿が使用されている建築物に加え、 石綿が使用されているエ作物につい

ても解体作業等による石‘3の飛散を防止する対策を義務づけることを目的に行われ

たものです。

２改正の概要

（１）規制の対象の拡大

(従来）特定建築材料が使用されている建築物を解体、改造又は補修する作業

↓ 

(改正後）特定建築材料が使用されている

を解体、改造又は補修する作業

建築物その他のエ作物（建築物等）

※「エ作物」とは、土地に接着して人エ的作為を加えることによって成立した

物をいいます。工場のプラントなどの施設や、従来から規制の対象である建

築物もエ作物に含まれます。大気汚染防止法では建築物その他の工作物のこ

とを「建築物等」といいます。

※「特定建築材料」とは表１に示す建築材料であって、次の条件にあてはまる

ものをいいます。

又は
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表１特定建築材料に該当する建築材料の例

（２）特定粉じん排出等作業の実施に係る届出

規制対象が建築物等に拡大されたことに伴い、 特定粉じん排出等作業実施届出

書の様式が変更になりました。

※「特定粉じん排出等作業」とは次の作業をいいます。

・特定建築材料が使用されている建築物等を解体する作業

・特定建築材料が使用されている建築物等を改造し、又は補修する作業

（３）建築物等の解体等に関する作業基準

大気汚染防止法では、建築物以外の工作物を解体等する際に守らなければなら

ない作業の基準（作業基準）が定められており、その内容は、従来の建築物にお

ける作業基準と同様のものです。

３ 

区分 建築材料の具体例

吹付け石綿 ①吹付け石綿､②石綿含有吹付けロックウール(乾式・湿式)、

③石綿含有ひる石吹付け材、④石綿含有パーライト吹付け材

石綿を含有する断熱材

(吹付け石綿を除く｡）

①屋根用折版裏断熱材、②煙突用断熱材

石綿を含有する保温材

(吹付け石綿を除く｡）

①石綿保温材、②石綿含有けいそう土保温材、③石綿含有パ

ーライト保温材、④石綿含有けい酸カルシウム保温材、⑤石

綿含有ひる石保温材、⑥石綿含有水練り保温材

石綿を含有する耐火被

覆材

(吹付け石綿を除く｡）

①石綿含有耐火被覆板、②石綿含有けい酸カルシウム板第二

種、③石綿含有耐火被覆塗り材



■特定粉じん排出等作業の実施に係る届出

大気汚染防止法に基づき、特定建築材料が使用されている建築物等を解体、改造又

は補修しよう（｢特定粉じん排出等作業」を行おう）とするとき、施工をしようとする

者は、特定粉じん排出等作業の開始の日（具体的には、除去に先立ち、作業区画の隔

離、集じん・排気装置の設置等の飛散防止のための作業を開始する日）の１４日前ま

でに京都府知事又は京都市長に届出をする必要があります。【大気汚染防止法第１８条

の１５】

１届け出るべき事項等

（１）届出事項及び添付書類は下表のとおりとなっており、届出書の様式は７～８ペ

－ジのとおりとなっています。

＊ただし、⑨～⑫については、届出書様式中に「参考事項」として記入欄が設けられてお

り、そこに館入することで添付書類に代えることができる。

（２）届出者は作業エ程を管理している工事の施工者であり、元請負人が届出義務者

に該当します。（下請負業者を使用して施エする場合も、届出義務者は元請負人と

なります｡）

４ 

届出事項 ①氏名又は名称及び住所。法人の場合、その代表者の氏名

②特定エ事の場所

③特定粉じん排出等作業の種類

④特定粉じん排出等作業の実施の期間

⑤特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分におけ

る特定建築材料の種類、その使用箇所及び使用面積

⑥特定粉じん排出等作業の方法

添付書類 ⑦特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の配雷図及び

付近の状況

⑧特定エ事のエ程の概要を示した工事エ程表で、特定粉じん

排出等作業の工程を明示したもの

*⑨特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の概要

*⑩注文者の氏名又は名称

*⑪届出者の現場責任者及び連絡場所

＊⑫下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合は、当該

下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所



行わなければなり特定粉じん排出等作業の開始の日の１４日前までに（３）届出は、

ません。

特定粉じん排出等作業の開始の日とは、除去等に係る一連の作業の開始日であ

り、エ事そのものの開始日ではありません。具体的には、除去に先立ち作業区画

の隔離、集じん・排気装置の設置等の飛散防止のための作業を開始する日を指し

ます゜

２届出先

京都府内でエ事を行おうとする場合、京都府各保健所又は京都市環境指導課の窓

ロに届出書を提出してください。（６ページの表２を参照）

３その他

（１）建築物等の床面積などの面積規模等に関係なく届出が必要です。

（２）「解体

また、

える行為

(作業)」とは、建築物等を取り壊す行為（作業）をいいます。

｢改造し、又は補修（作業)」とは、解体以外の建築物等の－部に手を加

(作業）全般をいい、囲い込みや封じ込めはこれに当たります。

（３）直接に特定建築材料に触れない囲い込み工事であっても届出は必要です。

保温材の劣化などにより当該作業に伴い石綿が飛散するおそれがある場合や、

当該作業時の振動等により近傍の特定建築材料から石綿が飛散するおそれがある

場合があります。

（４）次の場合は１つの届出書によって届出をすることができます。

・２つ以上の特定粉じん排出等作業が同一の建築物等について行われる場合

・２つ以上の特定粉じん排出等作業が同一のエ場又は事業場において行われる場

合（建築物以外のエ作物についての特定粉じん排出等作業は製造施設等を有す

るエ場において実施されることが多いと想定される｡）

５ 



表２特定粉じん排出等作業実施届出書の届出先

○京都府内（京都市を除く）で工事を行おうとするとき

※平成１８年１０月１日現在

○京都市内で工事を行おうとするとき

京都市環境局地球環境政策部環境指導課(電話：075-213-0928）

（〒604-8101京都市中京区柳馬塲通御池下る柳八幡町65番地京都朝日ピル４階）

６ 

名称 所在地 電話番号 所管市町村

京都府乙勵11保健所

(環境衛生室環境担当）

〒617-0006

向日市上植野町馬立８番地

O75-933-1341 向日市、長岡京市、大山

崎町

京都府山城北保健所

(環境室環境推進#日当）

〒611-0021

宇治市宇治若森７ノ６

0774-21-2191 宇治市、城陽市、八幡

市、京田辺市、久御山

町．井手町、宇治田原町

京都府山城南保健所

(環境衛生室環境担当）

〒619-0214

木津町木津上戸18-1

0774=72-4303 山城町、木津町、加茂

町、笠置町、和束町、精

華町、南山城村

京都府南丹保健所

(環境衛生室環境担当）

〒622-0041

南丹市園部町小山東町藤ノ木2１

0771-62-4751 亀岡市、南丹市、京丹波

町

京都府中丹西保健所

(環境衛生＝環境担当）

〒620-0055

福知山市篠尾新町1丁目91番地

0773-22-6383 福知山市

京都府中丹東保健所

(環境衛生＝琿境担当）

〒624-0906

舞鶴市倉谷西1499

0773-75-1156 舞鶴市、綾部市

京都府丹後保健所

(環境衛生室琿境相当）

〒627-0011

京丹後市峰山町丹波855

0772-62-1361 富津市、京丹後市、伊根

町、与謝野町














